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議案第６３号 令和６年度習志野市一般会計補正予算（第７号） 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ７９６億６,８７９万３千円 

 補正額  １９億６,５８５万５千円 

 補正後 ８１６億３,４６４万８千円 

 

（歳出概要）・連絡所運営費 

・障害者総合支援法に基づく給付事業 

・子どもの医療費等助成事業 

・児童福祉法に基づく給付事業 

・生活保護費 

・きれいなまちづくり推進事業 

・給食センター賄材料費 

・単独校給食賄材料費 

・国県支出金過年度分返還金 

・議員報酬及び手当等 

・給与改定及び決算調整による人件費 

 

２ 繰越明許費 

（追加）                          （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

８ 土木費 ４ 住宅費 市営住宅維持管理事業 134,033 

 

３ 債務負担行為 

（追加） 

事  項 期間 限 度 額 

谷津干潟自然観察センター等 

指定管理料 
６年 

委託料 335,000千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

 

 

議案第６４号 令和６年度習志野市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 １４４億３,２９９万４千円 

 補正額    ３億２,１０８万８千円 

 補正後 １４７億５,４０８万２千円 

 

（歳出概要）・介護給付費準備基金積立金 

・償還金 
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（次頁に続く。） 

議案第６５号 習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関

する条例の制定について 

ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌を防止することにより、清潔できれ

いなまちづくりを推進することを目的として、現行の「習志野市空き缶等の投棄、

違反ごみ出し並びに飼い犬及び飼い猫のふんの放置をしないまちづくり条例」を

廃止し、本条例を制定するものです。 

定 義 

ご み 

たばこの吸い殻、ペットボトル、缶、瓶、紙くず、一般家庭

の日常生活に伴って生じた一般廃棄物、愛玩動物のふん、餌

の残さその他これらに類する物 

ポイ捨て等 

ごみを回収容器その他の定められた場所以外の場所に放置

し、又は捨てること及び定められた方法によらずに処理し、

放置し、又は捨てること 

生活環境が 

損なわれる 

給餌 

次のいずれかにより生活環境が損なわれている事態（複数の

市民等又は公共の場所の管理者から苦情又は相談があり、周

辺地域の住民の間で共通の認識となっていると市長が認め

たものをいう。）を生じさせている公共の場所における給餌 

・給餌による餌を目当てに集まる動物の鳴き声その他の音 

・給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集まる動

物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれ

らにより発生する臭気 

・給餌による餌を目当てに集まる動物の毛又は羽毛の飛散 

・給餌による餌を目当てに集まる動物の威嚇行為又は破壊行

為 

責 務 

市 

この条例の目的を達成するため、ポイ捨て等の防止及び生活

環境が損なわれる給餌の防止に係る意識の高揚を図り、必要

な施策を実施しなければならない。 

市 民 等 

・家庭廃棄物を搬出する集積所を清潔に保つよう努めなけれ

ばならない。 

・愛玩動物を所有し、又は占有する市民等は、愛玩動物の本

能、習性及び生理を理解し、愛玩動物のふん尿を適切に処

理するよう努めなければならない。 

・この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力

しなければならない。 

事 業 者 

・ポイ捨て等の防止に関する従業員の意識の啓発を図るとと

もに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域にお

いて、清掃活動の充実に努めなければならない。 

・この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協カ

しなければならない。 

・催事を開催する事業者は、その開催に伴い、ポイ捨て等を

防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

公共の場所

の管理者 

その管理する場所を清潔に保ち、かつ、ポイ捨て等及び生活

環境が損なわれる給餌がなされることのないよう適正な管

理に努めなければならない。 
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責 務 

容器飲料を

自動販売機

により販売

する者 

回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。 

禁 止 行 為 ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌 

重 点 区 域 
ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌を重点的に防止

することが必要と認められる公共の場所 

指 導 

次の者に対し、必要な指導をすることができる。 

・ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の禁止の規定に

違反した者 

・回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない

責務の規定に違反した者 

過 料 

対  象 
重点区域において、ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給

餌の禁止の規定に違反した者であって、指導に従わないもの 

金  額 １万円以下で規則で定める額 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

 

議案第６６号 習志野市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について 

適正な受益者負担を確保する観点から、「習志野市使用料、手数料等の単価の積算

基準」に基づき、３年ごと※に使用料等を見直すものです。 
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和４年度及び令和５年度における見直

しを延期  

１ 定期的な積算の見直しにより、次の条例を改正します。 

条例 使用料等 

習志野市使用料条例 

・コミュニティセンター施設等使用料 

・公民館施設等使用料 

（菊田公民館、実花公民館、袖ケ浦公民館、

谷津公民館及び新習志野公民館） 

・鹿野山少年自然の家使用料 

・富士吉田青年の家使用料 

・都市公園使用料及び占用料 

・道路占用料 

習志野市生涯学習複合施設

の設置及び管理に関する条例 

・習志野市中央公民館使用料 

・習志野市民ホール使用料 

・習志野市中央公園体育館使用料 

・習志野市中央公園テニスコート使用料 

・習志野市中央公園パークゴルフ場使用料 

習志野市スポーツ施設の設置

及び管理に関する条例 
・習志野市立富士吉田体育館使用料 

習志野市放課後児童健全育

成事業条例 
・児童育成料 
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習志野市廃棄物の減量及び

適正処理等に関する条例 

・動物の死体処理手数料 

・一般廃棄物処理手数料 

・産業廃棄物処分費用 

習志野市海浜霊園及び鷺沼

霊堂の設置管理に関する条例 
・海浜霊園管理料 

習志野市自転車等の放置防

止に関する条例 
・移送保管料 

２ 市民サービスの向上及びコンビニ交付サービスの利用促進を図るため、当該サービ

スを利用した場合の次の手数料について、現行の手数料から５０円減額した額としま

す。 

    ・ 戸籍証明書交付手数料 

    ・ 納税又は公課証明手数料 

    ・ 印鑑証明手数料 

    ・ 住民票及び戸籍の附票の写し又は記載した事項証明手数料 

（施行期日） 

１については、令和７年４月１日から施行します。 

２については、令和７年６月１０日から施行します。 

議案第６７号 習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

職員が働きやすい環境を整備するため、次のとおり改正するものです。 

１ 子育て部分休暇の創設 

部分休業※と同様の短時間勤務ができるよう、子育て部分休暇を創設します。 
※ 小学校就学前までの子を養育する職員を対象とした休業 

対 象 小学校１年生から３年生までの子を養育する正規職員 

時 間 
１日につき２時間以内で３０分単位 

（正規の勤務時間の始め又は終わりに取得） 

給 与 無給 

２ 会計年度任用職員の療養休暇の有給化 

現在、無給である会計年度任用職員の療養休暇を有給とします。 

３ その他文言整理をします。 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

期末手当の年間支給割合を次のように改定するものです。 

対象年度 ６月期 １２月期 年間 

本年度 2.25 月 
2.35 月 

(現行 2.25 月) 

4.6 月 

（＋0.1 月） 

議案第６８号 習志野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
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令和７年度 

以後 

2.3 月 

（現行 2.25 月） 

2.3 月 

(改正前 2.35 月) 
4.6 月 

（施行期日等） 

令和６年度の期末手当については、公布の日から施行し、令和６年１２月１日

から適用します。 

令和７年度以後の期末手当については、令和７年４月１日から施行します。 
 

議案第６９号 習志野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

期末手当の年間支給割合を次のように改定するものです。 

対象年度 ６月期 １２月期 年間 

本年度 2.25 月 
2.35 月 

(現行 2.25 月) 

4.6 月 

（＋0.1 月） 

令和７年度 

以後 

2.3 月 

（現行 2.25 月） 

2.3 月 

(改正前 2.35 月) 
4.6 月 

（施行期日等） 

令和６年度の期末手当については、公布の日から施行し、令和６年１２月１日

から適用します。 

令和７年度以後の期末手当については、令和７年４月１日から施行します。 

議案第７０号 習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、次のように改正するものです。 

１ 給料月額を増額改定します。 

 (１) 行政職給料表平均改定率 ２.６％ 

 (２) 初任給（月額）  

区 分 改正前 改正後 

大学卒 ２０万２,４００円 ２２万５,６００円 

短大卒 １８万４,６００円 ２１万  ６００円 

高校卒 １７万  ９００円 １９万４,５００円 

２ 期末手当及び勤勉手当の年間支給割合を次のように改定します。 

区分 対象年度 ６月期 １２月期 年間 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 ※ 以

外の職

員 

本年度 

期末手当 1.225月（支給済み） 
1.275 月 

（現行1.225月） 

2.5 月 

（＋0.05 月） 

勤勉手当 1.025月（支給済み） 
1.075 月 

（現行1.025月） 

2.1 月 

（＋0.05 月） 

令和 

７年度 

以後 

期末手当 
1.25 月 

（現行1.225月） 

1.25 月 

（改正前1.275月） 
2.5 月 

勤勉手当 
1.05 月 

（現行1.025月） 

1.05 月 

（改正前1.075月） 
2.1 月 
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定年前

再任用

短時間

勤務職

員※ 

本年度 

期末手当 0.6875月（支給済み） 
0.7125 月 

（現行0.6875月） 

1.4 月 

（＋0.025 月） 

勤勉手当 0.4875月（支給済み） 
0.5125 月 

（現行0.4875月） 

1.0 月 

（＋0.025 月） 

令和 

７年度 

以後 

期末手当 
0.7 月 

（現行0.6875月） 

0.7 月 

（改正前0.7125月） 
1.4 月 

勤勉手当 
0.5 月 

（現行0.4875月） 

0.5 月 

（改正前0.5125月） 
1.0 月 

※ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含む。 

（施行期日等） 

１については、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用します。 

２のうち令和６年度の期末手当及び勤勉手当については、公布の日から施行し、

令和６年１２月１日から適用します。 

２のうち令和７年度以後の期末手当及び勤勉手当については、令和７年４月１

日から施行します。 

 

議案第７１号 習志野市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第７２号 習志野市立こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

議案第７３号 習志野市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画第３期計画」に基

づき、次のように施設の再編等※を行うものです。 

議案

番号 
施行前 施行後 

７１ 
習志野市立大久保東幼稚園 

（園児数減少により統合） 
習志野市立大久保こども園 

７２ 
習志野市立藤崎幼稚園 

（保育所機能等を追加して再編） 

習志野市立藤崎こども園 

（新設） 

７３ 
習志野市立藤崎保育所 

（定員を拡大して私立化） 

（仮称）藤崎みつぼし保育園 

（令和７年４月１日開園予定） 

※ 表の二重下線部分が条例改正に係る部分 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 
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議案第７４号 習志野市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 水道事業の持続可能な健全経営の観点から、水道料金の適正化を図るため、

次のように基本料金及び従量料金を改定するものです。 

（１）基本料金 

メーターの口径 改正前 改正後 

１３ｍｍ ５８３円 ７１５円 

２０ｍｍ １,１１１円 １,３７５円 

２５ｍｍ １,７０５円 ２,３３２円 

３０ｍｍ ４,７８５円 ６,６００円 

４０ｍｍ ８,３８２円 １１,５５０円 

５０ｍｍ １４,４８７円 ２０,３５０円 

７５ｍｍ ３４,２６５円 ４８,４００円 

１００ｍｍ ６２,３０４円 ９０,２００円 

１５０ｍｍ以上 １５２,３７２円 ２２１,１００円 

 

（２）従量料金 

改正前 改正後 

使用量区分 料金 使用量区分 料金 

１㎥以上 

１０㎥まで 
４４.００円 

１㎥以上 

１０㎥以下の分 
５２円 

１０㎥を超え 

３０㎥まで 
１０７.８０円 

１０㎥を超え 

３０㎥以下の分 
１３２円 

３０㎥を超え 

５０㎥まで 
１６１.７０円 

３０㎥を超え 

５０㎥以下の分 
２３１円 

５０㎥を超え 

１００㎥まで 
２１５.６０円 

５０㎥を超え 

１００㎥以下の分 
３０８円 

１００㎥を超え 

５００㎥まで 
２７１.７０円 

１００㎥を超える分 ３７４円 
５００㎥を超え 

１,０００㎥まで 
３２６.７０円 

１,００１㎥以上 ３８０.６０円 

 

２ 「水道法施行令」及び「水道法施行規則」の改正に伴い、改正するものです。 

本市企業局の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について、「水道法

施行令」及び「水道法施行規則」で定める資格をもって、その資格とします。 

 

３ その他文言整理をします。 

 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 



令和６年第４回定例会議案概要 

- 8 - 

 

議案第７５号 教育委員会の教育長の任命につき同意を求めることについて 

次の者を教育委員会の教育長として任命することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、同意を求めるものです。 

 

住   所 習志野市大久保 

氏   名 小 熊   隆（おぐま たかし） 

任   期 ３年 

新任・再任 再任 

 

 

議案第７６号 財産の貸付けについて（習志野市立藤崎保育所用地） 

習志野市立藤崎保育所の私立化に伴い、認可保育所用地に係る貸付料を、市が

定める算定基準に基づく金額より減額して貸し付けるものです。 

１ 貸付けに供する土地の表示 

 所 在 地 番※ 地 目 地 積 

習志野市藤崎三丁目８６１番の一部 宅 地 ６６７.３０㎡ 

習志野市藤崎三丁目８６５番１の一部 原 野 ２００.０１㎡ 

習志野市藤崎三丁目８６５番３の一部 宅 地 １５２.１３㎡ 

習志野市藤崎三丁目８７２番の一部 宅 地 
１２９.８３㎡ 

習志野市藤崎三丁目８７３番の一部 宅 地 

習志野市藤崎三丁目８７４番の一部 宅 地 １６.１７㎡ 

習志野市藤崎三丁目１２５３番の一部 宅 地 １,７２７.５６㎡ 

習志野市藤崎三丁目１２５３番２ 宅 地 １０１.９１㎡ 

合 計 ２,９９４.９１㎡ 

※ 習志野市藤崎三丁目２番地内（住居表示街区） 

２ 貸 付 け の 目 的  保育所用地 

３ 貸 付 料  固定資産税及び都市計画税相当額 

４ 貸 付 期 間  契約日から令和３７年３月３１日まで 

５ 貸 付 け の 相 手 方  野田市柳沢８３番地 

学校法人 三星学園 
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議案第７７号 指定管理者の指定について（谷津干潟自然観察センター等） 

（公の施設の名称） 

谷津干潟自然観察センター、谷津干潟公園センターゾーン及び谷津干潟公園 

駐車場 

（指定管理者） 

谷津干潟ワイズユース・パートナーズ 

代表者 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号 

西武造園株式会社 

構成員 東京都東村山市栄町二丁目２８番５号 

特定非営利活動法人 生態教育センター 

構成員 千葉市中央区都町三丁目２９番１号 

林造園土木株式会社 

（指定の期間） 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

 

議案第７８号 専決処分した事件の承認を求めることについて（令和６年度習

志野市一般会計補正予算（第６号）） 

衆議院の解散に伴う、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る

経費を必要としました。しかし、予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったことから、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたため承認を求めるものです。 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ７９５億６,１８４万６千円 

 補正額     １億  ６９４万７千円 

 補正後 ７９６億６,８７９万３千円 

（歳出概要）・職員給与費 

       ・衆議院議員選挙費 

（専決処分日） 

令和６年１０月３日 
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議案第７９号 千葉県競馬組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議

について 

千葉県競馬組合の会計方式を公営企業会計に移行することに伴い、規約を改正

する必要があります。 

この規約の改正について、地方自治法第２８６条第１項の規定により協議を行

うに当たり、同法第２９０条の規定により、議会の議決が必要であるため、提案

するものです。 

 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

 

 

議案第８０号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制

定に関する協議について 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体である「布施学校組合」が、

令和７年３月３１日をもって解散することに伴い、組織団体の数が減少するため、

組合規約中、同組合を削る改正を行う必要があります。 

この組織団体の減少及び規約の改正について、地方自治法第２８６条第１項の

規定により協議を行うに当たり、同法第２９０条の規定により、議会の議決が必

要であるため、提案するものです。 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

 

 

議案第８１号 四市複合事務組合の共同処理する事務の変更及び四市複合事務

組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

特別養護老人ホーム三山園の社会福祉法人への移譲及び斎場運営に関する分賦

金の利用者割の算定方法の見直しに伴い、規約を改正する必要があります。 

この共同処理する事務の変更及び規約の改正について、地方自治法第２８６条

第１項の規定により協議を行うに当たり、同法第２９０条の規定により、議会の

議決が必要であるため、提案するものです。 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

 

 

 

 

 


